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毎
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回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

山
梨
県
公
報

第
百
十
七
号

令
和
二
年

八
月
三
日

月　曜　日

四
〇
九

目

次

公

告

○
令
和
二
年
度
製
菓
衛
生
師
試
験
の
実
施	

四
〇
九

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地
等
の
変
更
の
届
出	

四
一
〇

○
公
共
測
量
の
実
施	

四
一
一

教
育
委
員
会

○
指
導
が
不
適
切
な
教
員
の
認
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

四
一
一

○
指
導
が
不
適
切
な
教
員
の
認
定
等
に
関
す
る
審
査
委
員
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令	

四
一
一

○
令
和
三
年
度
山
梨
県
立
甲
府
工
業
高
等
学
校
専
攻
科
創
造
工
学
科
入
学
者
選
抜
の
基
本

　
事
項
の
項
目
追
加
及
び
変
更
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

四
一
一

○
令
和
三
年
度
山
梨
県
立
甲
府
工
業
高
等
学
校
専
攻
科
建
築
科
入
学
者
選
抜
の
基
本
事
項

　
の
項
目
追
加
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

四
一
二

人
事
委
員
会

○
山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

四
一
二

○
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

四
一
三

そ

の

他

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て	
四
一
三

公
　
　
　
告

◉
　
令
和
二
年
度
製
菓
衛
生
師
試
験
の
実
施

製
菓
衛
生
師
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年

度
製
菓
衛
生
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
二
年
八
月
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
試
験
日
時
　
令
和
二
年
十
一
月
二
十
五
日
（
水
）
午
後
一
時
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

二
　
試
験
場
所

1
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
八
番
一
号
　
山
梨
県
立
図
書
館

2
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
庁
防
災
新
館

三
　
試
験
科
目

1
　
衛
生
法
規

2
　
公
衆
衛
生
学

3
　
食
品
学

4
　
食
品
衛
生
学

5
　
栄
養
学

6
　
製
菓
理
論
及
び
実
技

四
　
受
験
資
格
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

1
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
（
旧
国
民
学

校
令
（
昭
和
十
六
年
勅
令
第
百
四
十
八
号
）
に
よ
る
国
民
学
校
の
高
等
科
を
修
了
し
た
者
、
旧
中

等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
中
等
学
校
の
二
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者

又
は
製
菓
衛
生
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
五
号
）
附
則
第
二
項
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
ら
の
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
製
菓
衛
生
師
養
成
施
設
（
地
域
の
自
主
性
及
び

自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
六
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
製
菓
衛
生
師
法
に
よ
る
厚

生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
製
菓
衛
生
師
養
成
施
設
を
含
む
。
）
に
お
い
て
一
年
以
上
製
菓
衛
生
師

と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
し
た
も
の

2
　
学
校
教
育
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
で
あ
っ
て
、
二
年
以
上
菓
子
製
造
業
に
従
事
し
た
も

の
3
　
昭
和
四
十
一
年
十
二
月
二
十
六
日
に
お
い
て
菓
子
製
造
業
に
従
事
し
て
い
た
者
（
学
校
教
育
法

第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
菓
子
製
造
業
に
従
事
し
た
期
間
が
、
同
日

に
お
い
て
三
年
を
超
え
て
い
る
も
の
又
は
同
日
後
三
年
を
超
え
る
に
至
っ
た
も
の

五
　
受
験
願
書
等
の
提
出
先
　
受
験
願
書
等
は
、
住
所
地
を
所
管
す
る
各
保
健
福
祉
事
務
所
（
保
健

所
）
（
甲
府
市
に
あ
っ
て
は
、
甲
府
市
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
医
務
感
染
症
課
）
に
提
出
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
県
外
に
住
所
を
有
す
る
者
は
、
山
梨
県
福
祉
保
健
部
衛
生
薬
務
課
に
提
出
す
る
こ
と
。

六
　
受
験
願
書
の
受
付
期
間
　
令
和
二
年
十
月
五
日
（
月
）
か
ら
同
月
九
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
八
時

三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

七
　
提
出
書
類

1
　
受
験
願
書

2
　
履
歴
書

3
　
四
に
掲
げ
る
受
験
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

4
　
写
真
（
出
願
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
、
上
半
身
、
無
帽
の
縦
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
つ

横
五
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
名
刺
型
）
の
も
の
で
、
裏
面
に
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
し
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梨
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年
八
月
三
日

四
一
〇

◉
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地
等
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
八
月
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
　
有
限
会
社
加
藤

書
店
　
代
表
取
締
役
　
加
藤
実
　
山
梨
県
富
士
吉
田
市
中
曽
根
四
丁
目
五
番
二
十
三
号

二
　
届
出
の
概
要

1
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
　
B
O
O
K
S
　
K
A
T
O
H
　
山
梨
県
富
士
吉
田
市

中
曽
根
四
丁
目
五
番
二
十
三
号

2
　
変
更
し
た
事
項

㈠
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地

変
更
前

変
更
後

山
梨
県
富
士
吉
田
市
上
吉
田
三
千
五
百
十
七

番
七

山
梨
県
富
士
吉
田
市
中
曽
根
四
丁
目
五
番
二

十
三
号

㈡
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

有
限
会
社
加
藤
書
店

代
表
取
締
役
　
加
藤
隆
義

山
梨
県
富
士
吉
田
市
上
吉
田
三
千
五
百
十
七

番
地
の
一

有
限
会
社
加
藤
書
店

代
表
取
締
役
　
加
藤
実

山
梨
県
富
士
吉
田
市
中
曽
根
四
丁
目
五
番
二

十
三
号

㈢
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

た
も
の
）
一
枚

5
　
製
菓
衛
生
師
試
験
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
百
七
十
号
）
に
よ
り
試
験
科
目
の
免

除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
免
除
を
受
け
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る

書
類

八
　
受
験
手
数
料
　
九
千
四
百
円
（
受
験
願
書
に
九
千
四
百
円
に
相
当
す
る
額
面
の
山
梨
県
収
入
証
紙

を
貼
り
付
け
、
消
印
は
し
な
い
こ
と
。
な
お
、
出
願
を
取
り
消
し
、
又
は
受
験
し
な
か
っ
た
場
合
で

も
還
付
し
な
い
。
）

九
　
合
格
者
の
発
表
　
令
和
二
年
十
二
月
十
日
（
木
）
午
前
十
時
に
山
梨
県
庁
防
災
新
館
東
側
、
各
保

健
福
祉
事
務
所
（
保
健
所
）
及
び
甲
府
市
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
の
掲
示
板
並
び
に
山
梨
県
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
お
い
て
受
験
番
号
で
発
表
す
る
。

十
　
問
合
せ
先

所
属

住
所

電
話
番
号

山
梨
県
福
祉
保
健
部
衛
生
薬
務
課

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六

番
一
号

〇
五
五

－
二
二
三

－

一
四
八
九

山
梨
県
中
北
保
健
福
祉
事
務
所

（
中
北
保
健
所
）
衛
生
課

韮
崎
市
本
町
四
丁
目
二
番

四
号

〇
五
五
一

－

二
三

－

三
〇
七
一

山
梨
県
峡
東
保
健
福
祉
事
務
所

（
峡
東
保
健
所
）
衛
生
課

山
梨
市
下
井
尻
百
二
十
六

番
地
一

〇
五
五
三

－

二
〇

－

二
七
五
一

山
梨
県
峡
南
保
健
福
祉
事
務
所

（
峡
南
保
健
所
）
衛
生
課

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
鰍
沢

七
百
七
十
一
番
地
二

〇
五
五
六

－

二
二

－

八
一
五
一

山
梨
県
富
士
・
東
部
保
健
福
祉
事

務
所
（
富
士
・
東
部
保
健
所
）
衛

生
課

富
士
吉
田
市
上
吉
田
一
丁

目
二
番
五
号

〇
五
五
五

－

二
四

－

九
〇
三
三

甲
府
市
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
医
務

感
染
症
課

甲
府
市
相
生
二
丁
目
十
七

番
一
号

〇
五
五

－

二
四
二

－

六
一
八
〇



山
梨
県
公
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第
百
十
七
号
　
　
令
和
二
年
八
月
三
日

四
一
一

第
九
条
の
見
出
し
中
「
審
査
委
員
会
」
を
「
意
見
聴
取
会
議
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
十

五
条
の
二
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
、
「
審
査
委
員
会
」
を
「
指
導
力
に
関
す
る
意
見
聴
取
会
議
（
以

下
「
意
見
聴
取
会
議
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
審
査
委
員
会
」
を
「
意
見
聴
取
会

議
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
委

員
」
を
「
意
見
聴
取
会
議
の
委
員
（
以
下
「
委
員
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
委
嘱
」
を
「
依
頼
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
　
意
見
聴
取
会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
聴
取
す
る
。

一
　
指
導
が
不
適
切
な
教
員
の
認
定
に
関
す
る
事
項

二
　
指
導
が
不
適
切
な
原
因
が
精
神
疾
患
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
教
員
に
対
す
る
専
門
医
に
よ
る

受
診
の
必
要
性
に
関
す
る
事
項

三
　
指
導
改
善
研
修
終
了
時
に
お
け
る
指
導
の
改
善
の
程
度
の
認
定
に
関
す
る
事
項

四
　
そ
の
他
県
教
育
委
員
会
教
育
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
三
号

庁

中

一

般

教

育

事

務

所

県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

県

立

学

校

公
　
立
　
小
　
学
　
校

公
　
立
　
中
　
学
　
校

指
導
が
不
適
切
な
教
員
の
認
定
等
に
関
す
る
審
査
委
員
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
二
年
八
月
三
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長
　
　
斉
　
　
木
　
　
邦
　
　
彦

指
導
が
不
適
切
な
教
員
の
認
定
等
に
関
す
る
審
査
委
員
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

指
導
が
不
適
切
な
教
員
の
認
定
等
に
関
す
る
審
査
委
員
会
規
程
（
平
成
二
十
年
山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長
訓
令
甲
第
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
　
令
和
三
年
度
山
梨
県
立
甲
府
工
業
高
等
学
校
専
攻
科
創
造
工
学
科
入
学
者
選
抜
の
基
本
事
項
の
項

有
限
会
社
加
藤
書
店

有
限
会
社
加
藤
書
店

代
表
取
締
役
　
加
藤
隆
義

代
表
取
締
役
　
加
藤
実

山
梨
県
富
士
吉
田
市
上
吉
田
三
千
五
百
十
七
山
梨
県
富
士
吉
田
市
中
曽
根
四
丁
目
五
番
二

番
地
の
一

十
三
号

3
　
変
更
の
年
月
日
　
平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日
外

三
　
届
出
年
月
日
　
令
和
二
年
七
月
十
六
日

四
　
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
　
山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
三
日
ま
で

◉
　
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
忍
野
村
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
八
月
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
）

二
　
測
量
の
地
域
　
忍
野
村
全
域

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
二
年
七
月
十
六
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号

指
導
が
不
適
切
な
教
員
の
認
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
二
年
八
月
三
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長
　
　
斉
　
　
木
　
　
邦
　
　
彦

指
導
が
不
適
切
な
教
員
の
認
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
導
が
不
適
切
な
教
員
の
認
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則

第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
及
び
第
二
条
第
二
項
中
「
第
二
十
五
条
の
二
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
審
査
委
員
会
」
を
「
意
見
聴
取
会
議
」
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
十
七
号
　
　
令
和
二
年
八
月
三
日

四
一
二

教
育
長
　
　
斉
　
　
木
　
　
邦
　
　
彦

1
　
一
次
募
集
の
追
検
査

㈠
　
対
象
者
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
不
慮
の
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
検
査
を
欠

席
し
た
者

㈡
　
検
査
方
法
　
書
類
審
査
及
び
面
接
検
査

㈢
　
検
査
期
日
　
令
和
二
年
九
月
二
十
七
日
（
日
）
か
ら
十
月
十
七
日
（
土
）
ま
で
の
間
で
、
甲
府

工
業
高
等
学
校
が
別
に
定
め
る
。

㈣
　
入
学
許
可
予
定
者
の
発
表
　
令
和
二
年
十
月
十
九
日
（
月
）
。
た
だ
し
、
追
検
査
受
検
者
の
全

て
の
検
査
を
終
え
た
場
合
、
令
和
二
年
十
月
十
九
日
（
月
）
よ
り
前
に
発
表
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

2
　
二
次
募
集
の
追
検
査

㈠
　
対
象
者
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
不
慮
の
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
検
査
を
欠

席
し
た
者

㈡
　
検
査
方
法
　
書
類
審
査
及
び
面
接
検
査

㈢
　
検
査
期
日
　
令
和
二
年
十
一
月
二
十
九
日
（
日
）
か
ら
十
二
月
十
九
日
（
土
）
ま
で
の
間
で
、

甲
府
工
業
高
等
学
校
が
別
に
定
め
る
。

㈣
　
入
学
許
可
予
定
者
の
発
表
　
令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日
（
月
）
。
た
だ
し
、
追
検
査
受
検
者

の
全
て
の
検
査
を
終
え
た
場
合
、
令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日
（
月
）
よ
り
前
に
発
表
を
行
う
こ

と
が
あ
る
。

3
　
三
次
募
集
の
追
検
査

㈠
　
対
象
者
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
不
慮
の
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
検
査
を
欠

席
し
た
者

㈡
　
検
査
方
法
　
書
類
審
査
及
び
面
接
検
査

㈢
　
検
査
期
日
　
令
和
三
年
二
月
十
六
日
（
火
）
か
ら
三
月
六
日
（
土
）
ま
で
の
間
で
、
甲
府
工
業

高
等
学
校
が
別
に
定
め
る
。

㈣
　
入
学
許
可
予
定
者
の
発
表
　
令
和
三
年
三
月
八
日
（
月
）
。
た
だ
し
、
追
検
査
受
検
者
の
全
て

の
検
査
を
終
え
た
場
合
、
令
和
三
年
三
月
八
日
（
月
）
よ
り
前
に
発
表
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
八
月
三
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
中
　
　
島
　
　
琢
　
　
雄

目
追
加
及
び
変
更
に
つ
い
て

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
よ
り
受
検
で
き
な
か
っ
た
者
の
受
検
機
会
を
確
保
す
る
た
め
、

令
和
三
年
度
山
梨
県
立
甲
府
工
業
高
等
学
校
専
攻
科
創
造
工
学
科
入
学
者
選
抜
の
基
本
事
項
に
新
た
に

必
要
な
項
目
を
追
加
等
す
る
。

令
和
二
年
八
月
三
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長
　
　
斉
　
　
木
　
　
邦
　
　
彦

1
　
一
般
募
集
の
追
検
査
の
追
加

㈠
　
対
象
者
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
不
慮
の
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
検
査
を
欠

席
し
た
者

㈡
　
検
査
方
法
　
面
接
、
実
技
検
査
、
筆
記
検
査

㈢
　
検
査
期
日
　
令
和
三
年
一
月
三
十
一
日
（
日
）
か
ら
二
月
二
十
日
（
土
）
ま
で
の
間
で
、
甲
府

工
業
高
等
学
校
が
別
に
定
め
る
。

㈣
　
入
学
許
可
予
定
者
の
発
表
　
令
和
三
年
二
月
二
十
六
日
（
金
）
。
た
だ
し
、
追
検
査
受
検
者
の

全
て
の
検
査
を
終
え
た
場
合
、
令
和
三
年
二
月
二
十
六
日
（
金
）
よ
り
前
に
発
表
を
行
う
こ
と
が

あ
る
。

2
　
再
募
集
の
日
程
の
変
更

変
更
前

㈠
　
出
願
期
間
　
令
和
三
年
二
月
八
日
（
月
）

か
ら
同
月
十
二
日
（
金
）
（
祝
日
を
除
く
）

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

㈡
　
検
査
期
日
　
令
和
三
年
二
月
二
十
日
（
土
）

㈢
　
入
学
許
可
予
定
者
の
発
表
　
令
和
三
年
二

月
二
十
六
日
（
金
）

変
更
後

㈠
　
出
願
期
間
　
令
和
三
年
三
月
一
日
（
月
）

か
ら
同
月
四
日
（
木
）
の
午
前
九
時
か
ら
午

後
四
時
ま
で

㈡
　
検
査
期
日
　
令
和
三
年
三
月
六
日
（
土
）

㈢
　
入
学
許
可
予
定
者
の
発
表
　
令
和
三
年
三

月
十
一
日
（
木
）

◉
　
令
和
三
年
度
山
梨
県
立
甲
府
工
業
高
等
学
校
専
攻
科
建
築
科
入
学
者
選
抜
の
基
本
事
項
の
項
目
追

加
に
つ
い
て

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
よ
り
受
検
で
き
な
か
っ
た
者
の
受
検
機
会
を
確
保
す
る
た
め
、

令
和
三
年
度
山
梨
県
立
甲
府
工
業
高
等
学
校
専
攻
科
建
築
科
入
学
者
選
抜
の
基
本
事
項
に
新
た
に
必
要

な
項
目
を
追
加
す
る
。

令
和
二
年
八
月
三
日

山
梨
県
教
育
委
員
会



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
十
七
号
　
　
令
和
二
年
八
月
三
日

四
一
三

◉
　
山
梨
県
道
路
公
社
公
告
第
一
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。

令
和
二
年
八
月
三
日雁

坂
ト
ン
ネ
ル
有
料
道
路
管
理
事
務
所
長
　
　
清
　
　
水
　
　
一
　
　
正

一
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

1
　
工
事
名
　
雁
坂
ト
ン
ネ
ル
防
災
制
御
シ
ス
テ
ム
設
備
端
末
機
器
更
新
工
事

2
　
工
事
場
所
　
山
梨
県
山
梨
市
三
富
川
浦
か
ら
埼
玉
県
秩
父
市
大
滝
地
内
ま
で

3
　
工
事
概
要
　
防
災
制
御
シ
ス
テ
ム
更
新
工
事
（
ユ
ニ
ッ
ト
三

－

八
）
　
火
災
検
知
器
更
新
工
　

十
九
台
　
I
／
O
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
更
新
工
　
十
八
台
　
終
端
器
更
新
工
　
一
台
　
伝
送
中
継
器

更
新
工
　
一
台
　
防
災
現
地
盤
改
造
工
　
一
式
　
防
災
受
信
盤
改
造
工
　
一
式

4
　
工
期
　
令
和
二
年
九
月
十
六
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
十
五
日
ま
で

5
　
予
定
価
格
　
五
千
二
百
三
十
四
万
九
千
円
（
税
込
み
）

二
　
入
札
参
加
資
格
申
請
の
受
付
期
間
　
令
和
二
年
八
月
十
一
日
（
火
）
か
ら
同
月
十
九
日
（
水
）
ま

で
の
山
梨
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
を
除

く
日
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
最
終
日
は
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
と
す
る
。

三
　
そ
の
他
　
詳
細
は
、
山
梨
県
道
路
公
社
雁
坂
ト
ン
ネ
ル
有
料
道
路
管
理
事
務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.fruits.jp/~karisaka/nyuusatujouhou.htm

l

）
に
お
い
て
配
布
す
る
一
般
競

争
入
札
公
告
、
設
計
図
書
等
に
よ
る
。

山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
特
定
退
職
者
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

4
　
受
給
資
格
に
係
る
退
職
の
日
が
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
附
則

第
一
条
の
四
に
規
定
す
る
離
職
の
日
に
相
当
す
る
期
間
内
で
あ
る
者
に
係
る
第
八
条
の
二
及
び
第
十

三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
の
二
中
「
次
の
と
お
り
」
と
あ
る
の
は
「
雇
用
保
険
法

施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
附
則
第
一
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

同
規
則
第
三
十
六
条
（
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
者

の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
」
と
、
第
十
三
条
第
三
号
ロ
中
「
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労

働
省
令
第
三
号
）
」
と
あ
る
の
は
「
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に

関
す
る
規
則
附
則
第
四
項
の
規
定
は
、
令
和
二
年
五
月
一
日
以
降
に
退
職
し
た
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号

山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
八
月
三
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
中
　
　
島
　
　
琢
　
　
雄

山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
六
特
別
支
援
学
校
の
項
⑴
中
「
教
頭
」
の
下
に
「
、
主
幹
教
諭
」
を
加
え
る
。

別
表
第
七
イ
の
表
2
級
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に

関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

そ
　
の
　
他

特
2
級

11,500円
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